
業種 障がい福祉事業

取組

内容

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業規程について理解を進めるため会議や掲示物を通じ

全従業員に向け周知を図っている。また、育児等のため休業中の従業員へ社内会議の結果や参考資料を送付しているほか、育

休等の制度について個別周知を実施している。さらに、子育て中の従業員により組織する「ママSUN会」を設置し、同世代の子ども

をもつ従業員同士情報交換などを行うことにより子育てと仕事を両立を支援する体制を整備している。また法人では、地域での食

育活動「みんなの食堂」おいでえーる　も開催し、地域の親子向けの活動なども行っている。

育児休業中の妻の仕事復帰などの関係で、子どもが１歳を迎える前の短い期間でしたが育児休業を取得いたしまし

た。業務などのカバーを行っていただいたこともあり、心配なく子どもとの時間を過ごすことができました。（４０代/男性）

育児休業終了後職場復帰しましたが、子どもの通院なども多く、１時間単位の年次有給休暇制度など活用でき、子

育てと仕事の両立が出来ています。（３０代/女性）

社員の声

従業員数 51人（男性19人／女性32人） 所在地 弘前市大字原ケ平字山中39番地１ 電話 0172-87-4888

NO
IMAGE

認定番号　第 3 号

社会福祉法人千年会

代表者 理事長　小林　大眞

認定期間 令和5年9月1日 ～ 令和7年8月31日

再認定回数 4回

弘前市子育て応援企業弘前市子育て応援企業弘前市子育て応援企業


